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４飯財政発第１８７号

令和４年１０月５日

統括監、危機管理監、各部長、

議会事務局長、秘書室長、各参事、

会計管理者、監査委員事務局長、

各課（所・室・館）長

飯能市長 新 井 重 治

令和５年度予算編成方針について（通知）

令和５年度予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい状

況の中、第５次飯能市総合振興計画に掲げるシンボルプロジェクトを「市民ととも

につくる飯能市」をキャッチフレーズに職員一丸となり全力で推進するとともに、

明るい未来の飯能市を築いていくため市民と誠実に向き合い、基本姿勢である「対

話」を忘れることなく、しっかりと地に足をつけた着実な市政運営に取り組み、市

民の期待や信頼に応えるべく基本方針に則して編成するよう通知する。

Ⅰ 経済動向と国の予算の動向

１ 経済動向

日本経済は、内閣府の月例経済報告（令和４年８月）によると、先行きにつ

いては、感染対策に万全を期し、経済社会活動の正常化が進む中で、各種政策

の効果もあって、景気が持ち直していくことが期待される。ただし、世界的な

金融引締め等を背景とした海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリ

スクとなっている。また、物価上昇による家計や企業への影響や供給面での制

約等に十分注意する必要があるとしている。

２ 国の予算の動向

「経済財政運営と改革の基本方針２０２２（令和４年６月７日閣議決定）」

では、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の下、

適切な実行を図るとともに、景気の下振れリスクに対応し、消費や投資を始め

様
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民需中心の景気回復を着実に実現するべく、賃上げや価格転嫁など「成長と分

配の好循環」に向けた動きを確かなものとすることについて、令和５年度の予

算編成に向けた考え方を示している。

Ⅱ 本市の財政状況と今後の財政見通し

１ 本市の財政状況

本市の財政状況は、令和３年度普通会計決算において、人件費、扶助費等の

社会保障関係経費、長期借入金にかかる償還金、物件費等の経常経費が高い水

準で推移し、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は８５．５％となり、前年

度と比べ７．４ポイントの減となったが、財政構造は依然として硬直化した状

態にある。

歳入において、根幹を占める市税収入は、対前年度比１．９ポイント（約２

億２，９７０万円）の減となり、景気の先行きについては持ち直しが期待され

る状況にあるが、コロナ禍といった前例のない事態に直面していることから市

税収入を見込むことが厳しい状況にある。

歳出においては、社会保障関係経費等の増加が予測されるため、義務的経費

についても定員管理の徹底も含め、聖域を設けることなく制度の根幹にまで踏

み込んだ抜本的な見直しを行い、歳出の抑制を図る必要がある。

２ 今後の財政見通し

⑴ 歳入について

国の厳しい財政状況を踏まえた国庫負担金や補助金の削減、地方交付税の

変動が不透明な点など、依存財源の動向により大きな影響を受けることにな

るため、自主財源の確保が必要となる。

⑵ 歳出について

公債費や扶助費などの経常的・義務的経費の増加が見込まれる。また、今ま

で整備してきた公共施設の維持補修に係る経費のほか、シンボルプロジェク

トをはじめとした政策を推進していくための経費が必要となる。

⑶ 地方債について

普通会計の地方債の現在高は、令和３年度末で約３３６億円に上る。元利

償還金は年々増加していく傾向にあり、毎年３０億円を超える元利償還金を
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支払わなければならない。

将来世代に過度な負担を残さないよう、財政負担の少ない地方債の選択に

ついては今まで以上に計画性が求められる。

Ⅲ 令和５年度予算編成における基本方針

以上を踏まえ、次のとおり基本方針を示す。

１ 財政状況が年々厳しさを増していく中で、政策効果の高い財源配分となるよ

う事業の優先順位を最適化し、施策の着実な実施について公費負担の抑制を念

頭に置き事業展開することが重要であることを認識し、第５次総合振興計画実

施計画の策定方針を基に掲げられているプロジェクトを着実に実行すること。

また、実施計画に掲げられるプロジェクトの推進にあたり、既存の施策・事

業を見直すとともに、予算措置を伴わずに実施する「ゼロ予算事業」を推進し、

真に必要な経費を積み上げること。

２ 自立した持続可能なまちづくりを進めるために、事業の選択と集中に留意し、

行政が自ら変わることを基本として、施策の優先性や有効性について十分に検

証を行うこと。

３ 本市の特性を生かした新たな財源の確保や活性化の戦略思考により、一層の

健全財政を目指し、最少の経費で最大の行政効果や市民満足度の向上が図られ

るよう、次により財源を捻出すること。

⑴ 経常経費の削減

社会保障関係事業における給付費や各施設、道路、橋りょうをはじめとし

た公共施設の維持補修費などの経常経費について、今後も多額の公費を投入

せざるを得ないところである。このため、定員管理の適正化、行政評価・政策

評価等の取組により、改めて事業実施による成果を明らかにし、事業の廃止

も含め、更なる経費削減を要請する。

⑵ 普通建設事業の順位付け

限られた財源を真に必要な事業に配分するため、事業の優先順位を最適化

し、事業選択を行うことを要請する。その際、より緊急性が高い事業、より費

用対効果の高い事業を優先順位の上位とするよう要請する。
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⑶ 既存事業の見直し

各施策・プロジェクトに戦略的に取り組んでいくことから、再度、既存事

業の目的や成果を明らかにするとともに、事業の廃止も含めた見直しを行う

ことを要請する。

また、重要な行政課題や新たな行政需要に対応するための新規事業を実施

する場合には、既存事業の廃止又は経費を削減することで、新規事業の財源

とすることを要請する。

⑷ 歳入の確保

国・県の予算編成の動向を把握し、補助金等活用できるものについては積

極的な獲得に努めることを要請する。

また、地域産業の振興や定住人口・交流人口の拡大など、まちの活性化や人

口増加につながる取組を積極的に進めるとともに、引き続きふるさと納税制

度の活用を推進するほか、収納率の向上や創意工夫による新たな自主財源の

確保に努めることを要請する。

⑸ 健全財政に向けて

全ての地方公共団体において、統一的な基準により財務書類等を作成する

ことが要請され、様々な指標における団体間での比較が可能となり、地方自

治体の財政運営への視線は厳しさを増している。

従って、財政状況を的確に把握し、持続可能な財政構造の構築に向けた取

組を推進するよう、財政健全化判断比率等の財政指標や地方公会計制度を念

頭においた予算編成を行うことを要請する。


